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　当社は、昨今続く猛暑日の影響に配慮し、当社の夏季休暇期間中に現場作業に従事する社

員に対し、酷暑手当を支給することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま

す。

1 ．酷暑手当支給の背景と理由

　当社は、お客様に付加価値の高い技術・サービスを提供するため、当社の夏季休暇期

間中も現場作業に従事する案件が複数あります。今年は猛暑日が続いており、屋外など

の現場作業も困難を伴うものとなっております。

　そのような中、夏季休暇期間中に現場作業に従事する社員に対し、酷暑手当を支給す

ることといたしました。

　なお、時間外労働の縮減に向けての取組みは継続して行っており、社員がより働きが

いを実感し、その能力を十分に発揮できるよう、ウェルビーイング経営に取組み、社員

の生産性向上と安心して働ける環境づくりに取組んでまいります。

　

2 ．支給対象者 当社夏季休暇期間中（8/8～8/15）に現場作業に従事する

正社員・契約社員

3 ．支給額 一人当たり　5,000円／日

4 ．支給日 2023年9月25日（月）

以上

2023年8月4日

会 社 名 八 洲 電 機 株 式 会 社
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